
フローチャート 
 

①加入申請事前協議 
 
       配水本管有                                配水本管無 
 

配水管布設工事受益者負担金の見積 
（養老町 水道課） 

 
 

給水取出工事費見積（指定給水工事事業者→加入申込者） 
 
 

②養老町上水道事業給水等申込書、給水原簿の提出  ＋ 加入分担金の納付   
 
 

※  受益者負担金の納入 
 
          

配水管布設工事（養老町入札） 
 
 

③材料検査、工法検査（検査料￥１，０００）の納付、検査実施 
 
 

④給水装置設置工事施工 
 
  臨時メーター必要 臨時メーター不要 
                                                   

メーター取付 
 
 

⑤給水原簿の再提出(宅内施工にて、管種や延長(ルート)、給水装置の場所に変更があった場合) 
 
      
 

⑥竣工検査、水圧検査（検査手数料￥５００）の納付、検査実施 
 
 
 

⑦本メーターへの切替  ⑦メーター取付 
 
 

加入者への給水開始 
 
 
※令和４年１月４日より給水取出工事費の町への納入がなくなり、直接事業者と加入申込者でのやりと

りになりました。 
 


